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古市村の「御
 市内の古文書調査を行うと、実にさまざまな史料に出会います。村

に届いたたくさんの「御触書」の写しもその代表的なものです。この

地域に伝わる江戸時代の「御触書」や明治初めの「御布告」をとおし

て、江戸時代の支配のしくみや時代の変化をみてみましょう。 
 展示期間：２月４日（火）～３月３０日（日） ＊３月４日から展示替
触」と「御触書」 

「触」とは本来法令などを広く知らせることですが、「御触」、あるいは「御

触書」とよばれて法令そのものをさしました。「御法度」（ごはっと）もほぼ 
同じように使われましたが、禁令の意味がより強くなります。 

々を回るお触れ 

江戸幕府からだされた御触書は、京都町奉行所配下の役人をとおして村々

を回りました。村の庄屋はそれらを書き留め、代々保管したのです。 

読み聞かせ」と「村の誓約」 

御触書を徹底する方法としてとられたのが、庄屋が村人を集めて読み聞

かせるという方法です。場合によっては「御公儀様の御触書」を守ること 
を村中が誓約した「請状」（うけじょう）が作成されることもありました。

くわしく調べよう
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最後の高札 

御触書を徹底するため、読み聞かせのほかにもう一つ、高札を掲示する

という方法がありました。高札は大きな文字で、仮名を多く使い、庶民に

わかりやすいように書かれています。村の高札場や高札は厳重な管理が求

められ、奉行所の取り調べがたびたび行われました。 
時代は移って明治維新。新政府は慶応４年（1868）3 月、旧幕府の高札

を撤去し、かわりに「五榜の掲示」とよばれる太政官の高札を掲げること

を命じました。長法寺や今里にはこのうち定札（３枚で１セット）とよば

れるものが伝わっています。 
 しかし、永年掲示とされたこの高札は、早くも明治６年には撤去され、

高札による法令の公布は以後行われることはありませんでした。 

長法寺の「五榜の掲示」（平成１１年） 
定札３枚のうちの２枚です
展示資料 

２月４日（火）～３月２日（日） 

村から村へ触を回覧するさいに出された受取状や、

「御触書写留帳」など。 

３月４日（火）～３月３０日（日） 
 明治初めの「御布告書写帳」や、「違式詿違(かいい) 

条例」（明治政府の軽犯罪取締まり規定）の普及版など。 
 

 

ふるさとワーク（古文書の輪読会） 
  変体仮名を読もう！  
 神足村の記録に写されている御触書を読みま

す。庶民の間で広く使われた変体仮名をマスタ

ーしましょう。この伝統は今のくらしにも残っ

ていますね。 
(左はわりばしの紙袋。お馴染みのことばですよ) 

２月２２日（土） 

３月２２日（土） 

＊時間 

午前１0 時～正午 

＊場所 

 図書館 3 階大会議室


